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株式会社かんぽ生命保険 
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株式会社かんぽ生命保険(東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 谷垣 邦夫、以下

「かんぽ生命」)の福井支店(大野郵便局かんぽサービス部所属)の元社員が、日本郵便株式

会社北陸支社(石川県金沢市、支社長 加納 聡)受持区域内の郵便局在職時、不当に自身の

親族に関する保険契約を成立させていたことが判明いたしましたのでお知らせします。 

このような事案が発生しましたことについて、お詫び申し上げるとともに、今後同様の

事案が発生しないよう、全力を挙げて再発防止に努めてまいります。 

 

１ 発生局 

  福井南郵便局(福井県福井市板垣 4－201) 

  福井中央郵便局(福井県福井市大手 3－1－28) 

 

２ 行為者 

  元社員(40代、男性)  

  ※2024年 9月 24日(火)、懲戒解雇 

 

３ 事案概要 

  2013年 2月 4日(月)及び 2014年 5月 1日(木)、行為者は、自身の親族に関する保険契

約について、生命保険募集人としての立場を利用して、かんぽ生命に告知が必要な重要な

事項が存在することを認識していながら告知させず、かんぽ生命の契約判断に誤認を与え、

不当に当該保険契約を成立させたものです。 

 

４ 発覚の端緒 

2024年 3月 14日(木)、行為者が、当該保険契約について、自ら保険料の払込免除請求

を行ったため、事実関係を確認したところ、かんぽ生命に告知していない重要な事項が存

在していた疑いが生じ、社内調査を行った結果、本件が判明したものです。 

 

５ 警察への相談 

2024年 8月 21日(水)、所轄警察署に相談しております。 

 

６ その他 

  今般の事案を受けて必要かつ適切な再発防止策を講じるとともに、コンプライアンス指

導の徹底に努めてまいります。 

 

以 上 

 

福井支店元社員による保険契約に係る詐欺について 

 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 
株式会社かんぽ生命保険 

コーポレートコミュニケーション部 

電 話：03-3477-2357（直通） 
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